
八尾市消防団サポート事業の手続き 

事業所 •『登録届出書』を消防本部へ提出 

八尾市 

消防本部 
•『サポート事業所 表示証』を交付 

事業所 •店頭等に 

•『表示証』を掲示 

・商品代金、利用料金の○○パーセント割引  
・利用時に○○をサービス  
・○○ポイント割増、ポイント○倍贈呈  
・特別な特典がなくても、消防団事業に関する 
 ポスターを積極的に掲示していただく等でも 
 結構です 

優遇措置例 

サポートを受ける
ときはサポート制
度カードを提示し
ます！ 

お問い合わせ先 
 〒5８１-0０１７ 

 八尾市高美町５－３－４ 
 八尾市消防本部 警防課 
 TEL：072-992-2546 
 FAX：072-992-7722 

サポート制度
カード 


